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労働保険料の算定基礎とならないもの（賃金と解されないもの） 

 他のそ のもな的恵恩 のもな的償弁費実

出張旅費、宿泊費、 

赴任手当 

災害見舞金、療養見舞金、傷病見舞金 休業補償費（労基法第 76条：無過失賠償

責任に基づき事業主が支払うものであっ

て労働の対償とは認められない) 
移転料 結婚祝金、死亡弔慰金、出産見舞金（個人的 

な吉凶禍福に対して支給されるもの） 
寝具手当、工具手当 

車の損料 祝祭日、創立記念日に特別に支給される給与

（労働協約等に定めがなく、恩恵的に支給す

る場合。） 

解雇予告手当 

、金当手産出 傷病手当金（傷病手当金に付

加して事業主から支給される給付額につ

いても恩恵的と認められる。） 海外手当、在外手当（その者が国内勤務に服 

する場合に支払われるべき給与に対応する部

分は賃金と認められる。） 
退職金（退職を事由として退職時に支払

われるもの）、脱退給付金付き団体定期保

険の保険料 残業をした際等にたまたま支給された夜食 

離職後に決定された給与（昇給含む）及び賞与 会社が全額負担する生命保険の掛金 

財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨

励金等 

①　令和５年度の雇用保険率
（※保険料率は変更になる場合がありますので、ハローワークまたは労働局へおたずねください。）

②　令和４年度の雇用保険率

※ 特掲事業の「農林水産」のうち、園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、
養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については、特掲事業で
はなく、一般の事業の率が適用されます。 

令和４年４月１日～同年９月30日の雇用保険率 

令和４年10月１日～令和５年３月31日の雇用保険率 

保険料率 事業主の負担分 備考 

特
掲
事
業

農林水産・清酒
製造業の事業所

17.5
1000

10.5
1000

7
1000

18.5
1000

11.5
1000

7
1000

15.5
1000

9.5
1000

6
1000

●事業主の負担分のうち、

（建設業は ）は、雇用保険

二事業の費用に充てられます。 

建設業の事業所  

上記以外の業種の 
事 業 所

 

労働者の負担分

4.5
1000

3.5
1000

保険料率 事業主の負担分 備考 

特
掲
事
業

農林水産・清酒
製造業の事業所

11.5
1000

7.5
1000

4
1000

12.5
1000

8.5
1000

4
1000

9.5
1000

6.5
1000

3
1000

●事業主の負担分のうち、

（建設業は ）は、雇用保険

二事業の費用に充てられます。 

建設業の事業所  

上記以外の業種の 
事 業 所

 

労働者の負担分

4.5
1000

3.5
1000

保険料率 事業主の負担分 備考 

特
掲
事
業

農林水産・清酒
製造業の事業所

15.5
1000

9.5
1000

6
1000

16.5
1000

10.5
1000

6
1000

13.5
1000

8.5
1000

5
1000

●事業主の負担分のうち、

（建設業は ）は、雇用保険

二事業の費用に充てられます。 

建設業の事業所  

上記以外の業種の 
事 業 所

 

労働者の負担分

4.5
1000

3.5
1000
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